
特別委員会の中間報告 
議会基本条例制定に関する特別委員長 桑畠健也議員 
 
議会基本条例制定に関する特別委員会の中間報告を申し上げます。 

 平成 20 年６月 23 日、第１回議会基本条例制定に関する特別委員会を開催し、今後の委員会の進め方についての確認をとりました。 
 １、条例の提案は平成 21 年３月議会を目途とする。２、今後の進め方についての工程表を作成し、工程表にのっとって委員会を進める。      
３、条例素案については、作業部会を設けて案を作成する。以上の３点が了承されました。 

 続いて、第２回議会基本条例制定に関する特別委員会を６月 27 日金曜日に開催いたしました。 
 委員の変更があり、赤川委員から水村委員に委員が交代しました。 
 その後、今後の委員会の工程表を確認し、了承を得ました。 
 工程表では、第１次素案について全員協議会を開くこと、12 月議会で議会全体の素案を作成し、その後、１月以降に市民からの意見を聴

取、パブリックコメント、公聴会等を行うことが定められております。 
 続いて、作業部会の編成が行われ、各会派から１名ずつ選出されました。市民クラブからは荻野副委員長、公明党は福原委員、日本共産党

は城下委員、民主ネットリベラルからは石本委員、会派「翔」からは中村委員、自由民主党からは石井委員がそれぞれ選出されました。 
 その後、作業部会の行う第１次素案の策定指針を協議しました。 
 協議の結果、１、既存の条例で取り上げられている論点については、なるべく網羅して作成する。２、条例案の形で作成する。３、所沢独

自の条文、論点をできればつけ加える。４、作業部会の中で意見が分かれた場合は、なるべく集約することが基本であるが、条文及び論点を

両論併記することも可とする。５、第１次素案は８月 20 日までに作成する。以上のことが確認されました。 
 続いて、平成 20 年８月７日水曜日、第３回目の特別委員会が行われました。 
 作業部会の議論の成果である中間報告をもとに議論を進めました。 
 荻野副委員長が、条例の項目ごとに栗山町、伊賀市、三重県その他の既存条例をまとめ、さらに、項目に対する部会での意見という形で資

料を作成し、その資料と各部会の委員から提出された資料をもとに、条例項目ごとに、所沢市の条例ではそれぞれの項目をどのように扱うの

かといった大まかな方針を決めていきました。 
 また、議会基本条例は、それぞれの議会によって置くべき力点が違うことを改めて確認しました。その中で、所沢市議会ではどういった点

に力点を置いていくべきかを議論しました。 



 具体的には、議会の条例制定の役割を強調すること。国会の質問主意書のような形で、議会閉会中の文書による一般質問を制度化すること。

開かれた議会という抽象的な表現ではなく、より具体的な条項で、結果として開かれた議会を目指すこと。議員同士の自由討論の機会を拡大

すること。議員勉強会を制度化することなどが確認されました。 
 部会では、当初予定の 20 日から、27 日の 10 時までに条文の形での第１次素案を作成することとなりました。 
 平成 20 年８月 28 日木曜日、第４回議会基本条例制定に関する特別委員会が開かれました。 
 第３回の特別委員会での議論をもとに、作業部会が作成した第１次素案を議論しました。 
 逐条的に第１条から第 32 条までを議論しました。その結果、素案に追加項目が２つ、削除項目が２つ発生しました。 
 具体的には、第６条、市民参加及び市民との連携の項目に、第５項「議会は、市民からの請願を尊重しなければならない。」を、第 21 条、

議会事務局の項目に、第１項「議会は、議員の議会活動に必要とされる行政情報の提供に努めるものとする。」を追加しました。 
 また、削除項目としては、第 10 条第１項第４号の「議員は、議員が行う市長等への口頭による要請に対して、両者の関係の透明性を図る

ため、日時、要請内容、対応及び経過等を記録した文書を作成するよう市長等に求めることができる。」を、主体が議会でないことから、別

途条例化を図るほうがよいとの判断から削除いたしました。 
 また、第 27 条、検討会等の設置の条項として、第１項「議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、目的を明ら

かにした上で、議決により、議員で構成する検討会等を設置することができる」、第２項「前項の検討会等に関し必要な事項は、別に定める

ものとする。」が素案にはありましたが、特別委員会、常任委員会で対応可能であることから削除いたしました。 
 議論が分かれて両論併記となったのが、議員と市長等執行機関の関係、第 10 条第１項第２号です。第２号「議長から本会議及び委員会へ

の出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し質問の趣旨の

確認をすることができる。」が素案にありましたが、これに加えまして、(2)´として「議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長

等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。」を併記しま

した。 
 また、留意事項として、会派、第５条第４項「議長は、必要があると認めるときは、会派の代表者の会議を開催することができる。」とい

うことにつきましては、これは代表者会議での議論を踏まえた上で、条項として採用するかどうかを検討するということが確認されました。 
 以下、委員会で確定した第１次素案を朗読いたします。 
 所沢市議会基本条例第１次素案。 
 前文、略。 



 第１章 総則。 
 （目的）第１条、この条例は、真の分権時代の到来に向けて、二元代表制の下、議会が担うべき役割を果たすために必要な基本的事項を定      

めることにより、議会が市民の負託にこたえ、もって市民生活の向上、市勢の伸展及び民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。 
 （議会の役割）第２条、議会は、市民の代表から構成される市の意思決定機関である。 
 ２、議会は、日本国憲法第 93 条に定める地方公共団体の議事機関であり、条例及び予算の制定並びに行政活動を監視する権限を有する。 
 第２章 議会及び議員の活動原則。 
 （議会の活動原則）第３条、議会は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。 
 (1)公正性、透明性及び信頼性を重視するとともに、市民が参画しやすい議会運営を目指すこと。 
 (2)議会運営、政策立案、政策決定、政策提案等に関し、市民に対して積極的な情報公開に取り組むとともに、説明責任を果たすこと。 
 (3)市民にとって、わかりやすい議会運営を行うとともに、ユニバーサルデザインに配慮するよう努めること。 
 (4)議員による自由闊達な討議を保障し、市民に対して市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするよう努めること。 
 （議員の活動原則）第４条、議員は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。 
 (1)市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自らの資質の向上に努めること。 
 (2)議会の構成員として、個別的事案の解決だけでなく、市民全体の福祉の向上を目指すこと。 
 (3)市民全体の代表者として、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚すること。 
 (4)議会活動を最優先するよう努めること。 
 （会派）第５条、議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。 
 ２、会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。 
 ３、会派は、議会運営及び政策立案等に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。 
 ４、議長は、必要があると認めるときは、会派の代表者の会議を開催することができる。 
 第３章 市民と議会の関係。 
 （市民参加及び市民との連携）第６条、議会は、市民に対して積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分に果たさなければならな 

い。 
 ２、議会は、本会議のほか、すべての会議を原則公開とする。 
 ３、議会は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）第 100 条の２の規定による専門的識見の活用並びに常任委員会、 



議会運営委員会及び特別委員会（以下「委員会」という。）にあっては、法第 109 条、法第 109 条の２及び法第 110 条の規定による公聴会 
制度及び参考人制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。 

 ４、議会は、市民との意見交換の場を設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るよう努めるものとする。 
 ５、議会は、市民からの請願を尊重しなければならない。 
 （議会報告会）第７条、議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政の課題全般にわたって、議員及び市民が自由に情報や意見を交 
換する議会報告会を行うものとする。 

 ２、議会報告会に関することは、別に定める。 
 （パブリックコメント手続）第８条、議会は、議会に係る基本的な政策等の策定に当たり、パブリックコメント手続を行うことができる。 
 ２、パブリックコメント手続に関することは、別に定める。 
 （議会モニターの設置）第９条、議会は、市民の意見を広く聴取し、円滑かつ民主的な議会運営等を推進するため、議会モニターを設置す 
ることができる。 

 ２、議会モニターに関することは、別に定める。 
 第４章 議会と行政の関係。 
 （議員と市長等執行機関の関係）第 10 条、議会審議における議員と市長等執行機関及びその職員（以下「市長等」という。）との関係は、 
次の各号に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。 

 (1)議員の市長等に対する質疑及び質問は、広く市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするため、一問一答の方式で行うことができ 
る。 

 (2)議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を 
得て、当該議員に対し質問の趣旨の確認をすることができる。 

 両論併記のところです。 
 (2)´議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可 
を得て、当該議員に対し反問することができる。 

 (3)市長等は、議員の質疑及び質問時間に配慮した簡潔な答弁をするよう努めるものとする。 
 （閉会中の文書による質問）第 11 条、議員は、閉会中に議長を経由して市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求める 
ことができる。 



 （議会審議における論点情報の形成）第 12 条、市長は、議会に提案する重要な政策について、議会審議における論点情報を形成し、その 
政策水準を高めることに資するため、次の各号に掲げる事項について明らかにするよう努めなければならない。 

 (1)政策の発生源 
 (2)提案に至るまでの経緯 
 (3)他の自治体の類似する政策との比較検討 
 (4)市民参加の実施の有無とその内容 
 (5)総合計画との整合性 
 (6)財源措置 
 (7)将来にわたるコスト計算 
 （予算及び決算における政策説明）第 13 条、市長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、前条の規定に準 
じて、わかりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を作成するよう努めるものとする。 

 （法第 96 条第２項の議決事件）第 14 条、法第 96 条第２項の規定に基づく議会の議決事件については、代表機関である議会が市政におけ 
る重要な計画等の決定に参画する観点と、同じく代表機関である市長の政策執行上の必要性を比較考量のうえ、次の各号に掲げるとおり定 
めるものとする。 

 (1)法第２条第４項の規定に基づく基本構想及び総合計画 
 (2)都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 18 条の２の規定に基づく都市計画に関する基本方針 
 (3)所沢市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 
 (4)所沢市次世代育成支援行動計画 
 (5)所沢市環境基本計画 
 (6)所沢市一般廃棄物処理基本計画 
 第５章 自由討議の保障。 
 （議員間の自由討議による議会としての合意形成）第 15 条、議員は、議会の機能を発揮するため、委員会並びに議員・市長提出議案及び 
市民提案等について審議し結論を出す場合には、積極的に議員相互間の自由討議に努め、議論を尽くしていかなければならない。 

 ２、議員は、議員相互間における十分な討議を通じて議会全体としての合意形成を図り、政策立案、政策提案等を積極的に行うものとする。 
 ３、議長は、市長等に対する本会議等への出席要求を必要最小限にとどめるものとする。 



 （政策討論会）第 16 条、議会は、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を得るため、積極的に政策討論会を行うものとする。 
 ２、政策討論会に関することは、別に定める。 
 第６章 委員会の活動。 
 （委員会の運営）第 17 条、議会は、社会経済情勢等により新たに生じる高度で複雑化する市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、委 

員会を運営するよう努めなければならない。 
 ２、委員会の委員長及び副委員長は、市民の要請に応じるため、所管委員会に係る市政の課題に対し、常に問題意識を持って委員会を運営 
するよう努めなければならない。 

 ３、議会は、委員会が市政の課題に対処するため、正副委員長連絡協議会を設置することができる。 
 （議会運営委員会）第 18 条、議会は、議会運営についての協議を主として議会運営委員会において行うものとする。 
 第７章 政務調査費。 
 （政務調査費）第 19 条、議員は、政策立案及び調査研究に資するため、政務調査費の交付を受け、証拠書類を公開すること等により、そ 

の使途の透明性を確保するものとする。 
 ２、政務調査費に関することは、別に条例の定めるところによる。 
 第８章議会及び議会事務局の体制整備。 
 （議員研修の充実強化）第 20 条、議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図るよう努めなけれ 
ばならない。 

 ２、議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の学識経験を有する者、市民等との議員研修会を積極的に開催するものとする。 
 ３、議会及び議員は、市政の課題を広い視点から捉えていくため、他の自治体の事例等を調査研究するよう努めなければならない。 
 （議会事務局）第 21 条、議会は、議員の議会活動に必要とされる行政情報の提供に努めるものとする。 
 ２、議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図り、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査及び法務機能の充 
実強化、組織体制の整備を図るよう努めるものとする。 

 ３、議会は、専門的な知識経験等を有する者を、任期を定めて議会事務局職員として採用する等、議会事務局体制の充実を図ることができ 
る。 

 （予算の確保）第 22 条、議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算を確保するものとする。 
 （議会図書室）第 23 条、議会は、議員の政策立案及び調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、 



その機能の強化に努めるものとする。 
 （議会広報の充実）第 24 条、議会は、広報紙等を利用して、議会の活動について、市民に対し、わかりやすく周知するよう努めなければ 
ならない。 

 ２、議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、より多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活 
動等に努めるものとする。 

 ３、議会は、広報紙等の充実のため、市民からの意見や要望を取り上げるよう努めるものとする。 
 （附属機関の設置）第 25 条、議会は、議会活動に関し、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところ 
により、附属機関を設置することができる。 

 （調査機関の設置）第 26 条、議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で 
構成する調査機関を設置することができる。 

 ２、議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に、議員を構成員として加えることができる。 
 ３、第１項の調査機関に関し必要な事項は、別に定める。 
 第９章 議員の政治倫理、身分及び待遇。 
 （議員の政治倫理）第 27 条、議員は、所沢市議会議員政治倫理規程（平成 16 年議会告示第３号）を規範とし、遵守しなければならない。 
 （議員定数）第 28 条、議員定数は、別に条例で定める。 
 ２、議員定数の改正に当たっては、市民等の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十分に活用するものとする。 
 ３、議員定数の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、議員定数の基準等の明確な改正理由を付して、 

法第 109 条第７項又は法第 112 条第１項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。 
 （議員報酬）第 29 条、議員報酬は、別に条例で定める。 
 ２、議員報酬の改正に当たっては、市民等の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十分に活用するものとする。 
 ３、議員報酬の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由の説明を付して、法第 109 
条第７項又は法第 112 条第１項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。 

 第 10 章 最高規範性と見直し手続。 
 （最高規範性）第 30 条、この条例は、議会における最高規範であって、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならな 
い。 



 （見直し手続）第 31 条、議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運 
営委員会において検討するものとする。 

 ２、議会は、前項による検討の結果に基づき、必要に応じて適切な措置を講じるものとする。 
 附則。 
 （施行期日）この条例は、公布の日から施行する。 
 以上です。 
 また、第４回目の委員会では、素案についての議論終了後、以下の点について確認し、委員各位の了承を得ました。 
 １、専門的な知見の活用ということで、地方自治法第 100 条の２の規定に基づき、廣瀬克哉法政大学教授に調査委託を行うことを確認し

ました。 
 ２、前文起草については、一定程度条文が形になった時点で議論すべきであるとのことでしたので、今後、全員協議会での意見聴取の後、

作業部会によって前文素案を起草することとなりました。 
 ３、議会運営委員会での連合審査ということで工程表には掲載しておりましたが、そもそも議会運営委員会で集中的に話し合うべき事項も

含めて本特別委員会は設置したことから、連合審査ではなく、特別委員長と副委員長が議会運営委員会に委員外議員として参加し、特に議会

運営委員会に議論をお願いしたい項目、調整を図る項目について報告し、意見を聴取するという形式に変更することが了承されました。 
 ４、視察については、10 月 20 日から 21 日の日程で福島県会津若松市もしくは北海道福島町のいずれかを訪問するということで調整する

ことが決まりました。 
 以上の点を確認しました。 
 以上で、議会基本条例制定に関する特別委員会の中間報告を終わります。 

 


